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令和 5年度の被扶養者資格再確認に関する 130 万円の壁対策について 

 
   年収の壁・支援強化パッケージの 130 万円の壁の「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化（一時的

な収入変動による扶養認定）」に関して、協会けんぽの web ページが更新されています。 

  令和 5 年 10 月 25 日から 11 月 13 日にかけて、順次、「被扶養者状況リスト」（提出期限 12 月 8 日） 

が郵送されます。 

 

  ◆令和 5 年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について 

    年収が 130 万円（被扶養者が 60 歳以上等の場合は 180 万円）以上の場合であって、人手不足によ

る労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの

「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト

等と併せてご提出ください。 

なお、収入を確認する書類（所得証明書等）は、ご提出いただく必要はございません。 

 

 

 

 

2023 年 12 月からアルコール検知器によるチェックが義務化になります！ 

 

   2022 年 4 月に道路交通法施行規則が改正となり、社有車を５台以上有する事業所ごとに運転前後のア 

ルコールチェックが義務となりました。当初は 2022 年 10 月より検知器によるチェックが義務となって 

いましたが、当時、コロナによる半導体不足を理由に延期となっており、この 12 月から検知器によるアル 

  コールチェックが義務となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、一定事項について記録をすること及び１年間の保存は 2022 年 4 月より開始されておりますので、 

  引き続きよろしくお願い致します。 

 

 

 
 

飲みの季節！会社からお店に向かう時および飲んだ帰りのケガに要注意！ 

 

    労働者が通勤経路を逸脱し、又は移動を中断した場合の『逸脱又は中断およびその後の移動』は原則 

   として通勤となりません！つまり、この間の負傷・疾病等については労災（通勤災害）になりません。 

 

   ◆通勤とは・・・ 

 

     通勤と認められるためには、住居と就業の場所との間の往復について、 

       ① 就業に関するものであること 

       ② 合理的な経路及び方法によるものであること 

       ③ 業務の性質を有するもの（出張等）でないこと 

     の３つの要件を満たす必要があります。 

 

 

 

 

 

 

     ただし、冒頭のとおり、労働者が移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合の『逸脱又は中断及び 

     その後の移動』は原則として通勤となりません（通勤と認められない）。 

 

     原則）通常ルートを外れたところから以降は通勤と認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    例外）日常生活上必要な行為であり必要最小限のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、通勤と 

されます。 
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【日常生活上必要な行為】 

・日用品の購入 ・親の介護 ・選挙権の行使 

・病院等で診察又は治療を受けること など 


